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カテゴリー:お知らせ 

 

コバトンとさいたまっちが「じんけん大使」に委嘱されます 

 
 

 このたび、埼玉県マスコットのコバトンとさいたまっちが、さいたま地方法務局

長から「じんけん大使」に委嘱されることとなりました。 

 つきましては、次のとおり委嘱状交付式を行います。 

 コバトンとさいたまっちは今後、人権に関するイベント等に参加し、啓発活動を

盛り上げていきます。 

 

１ 「じんけん大使」委嘱状交付式について 

（１）日時 

 令和５年９月１４日（木曜日） 

 １１時２０分から１１時４０分まで 

 

 （２）場所 

庁議室 

 

（３）出席者 

 宮城
み や ぎ

 安
やすし

  さいたま地方法務局長 

 富岡
とみおか

 智子
と も こ

 さいたま地方法務局人権擁護課長 

 橋本
はしもと

 久
ひさ

雄
お

 埼玉県人権擁護委員連合会会長 

 人ＫＥＮまもる君、人ＫＥＮあゆみちゃん（法務省人権イメージキャラク

ター） 

 大野 元裕 埼玉県知事 

 コバトン、さいたまっち（埼玉県マスコット） 

令和５年９月７日 

県民生活部 人権・男女共同参画課 
 総務・人権企画担当 宮山・田中  

直通 048-830-2255 
内線 2253 

E-mail: a2250@pref.saitama.lg.jp 
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２ 「じんけん大使」について 

 県内の御当地キャラクター等が「じんけん大使」として各種人権啓発活動に参

加することで、啓発効果を向上させることを目的とした、さいたま地方法務局と

埼玉県人権擁護委員連合会が実施している活動です。 

 （「じんけん大使」に関する問い合わせ先： 

   さいたま地方法務局人権擁護課 電話 ０４８－８５１－１０００） 

 


